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　「希望りんご」（アルプス乙女の改良種）は、本
市の震災復興のシンボルとして、平成９年３月
に呉川町の現在の場所に植樹されました。
　それ以来、毎年、呉川町自治会の皆さんの
お世話により、春には花、秋にはたくさんの
実をつけるようになりました。
　この木を見るたび、震災後の私たちを元気
付けようとしてくださった、全国の皆さんの
温かい気持ちを思い起こすことができます。
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四
月
十
八
日
現
在
で
の
、
本
市
の
被
災
地

支
援
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
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（
宮
城
県
石
巻
市
）

　

第
四
陣
・
第
五
陣
と
し
て
、各
二
人
・
計
四

人
の
職
員
を
、四
月
十
二
日
か
ら
二
十
四
日

ま
で
派
遣
し
ま
し
た
。
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盛
岡
市
）

　

四
月
十
三
日
か
ら
十
八
日
ま
で
、職
員
二

人
を
派
遣
し
ま
し
た
。
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山
中
芦
屋
市
長
が
四
月
十
二
日
に
宮
城
県

石
巻
市
を
訪
問
し
、石
巻
市
役
所
で
亀
岡
紘

石
巻
市
長
と
支
援
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
と

と
も
に
、見
舞
金
と
し
て
百
万
円
を
贈
呈
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、避
難

所
と
な
っ
て
い

る
山
下
小
学
校

へ
も
訪
問
し
て
、

芦
屋
市
民
を
代

表
し
被
災
者
の

皆
さ
ん
へ
お
見

舞
い
す
る
と
と

も
に
激
励
を
行

い
ま
し
た
。

　

ま
た
翌
十
三
日
に
は
、石
巻
専
修
大
学
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
や
宮
城
県
庁
内
の

関
西
広
域
連
合
事
務
局
を
訪
問
し
、お
見
舞

い
と
と
も
に
今
後
の
支
援
の
継
続
を
約
束
し
、

帰
路
へ
と
つ
き
ま
し
た
。
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県
で
は
、阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
際
に
県
外

に
避
難
さ
れ
た
か
た
の
実
態
が
把
握
で
き
て

い
な
か
っ
た
経
験
か
ら
、今
回
の
東
日
本
大

震
災
で
は
、兵
庫
県
内
に
避
難
さ
れ
た
か
た

を
把
握
し
、そ
の
情
報
を
地
元
の
被
災
自
治

体
へ
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
す
る
こ
と
で
、地
元
被
災
自
治
体
か

ら
避
難
者
の
皆
さ
ん
へ
支
援
情
報
や
復
旧
・

復
興
情
報
が
、直
接
提
供
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
県
内
避
難

者
の
か
た
の
登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
震
災
で
被
災
さ
れ
、
市
内
に
避
難

さ
れ
て
い
る
か
た
で
登
録
を
ご
希
望
の
か
た

は
、
行
政
経
営
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
災
害
義
援
金

募
集
委
員
会
」で
は
、市
内
の
公
共
施
設
各
所

に
募
金
箱
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
、市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
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　今年も５月11日から20日までの10日間、「春の全国交通
安全運動」を実施します。
　近年、交通事故死者数に占める歩行者と自転車利用者の
割合が高く、高齢者の事故防止対策と併せて、歩行者と自
転車の交通安全対策が重要な課題となっています。
　市民の皆さんも、次の「自転車安全利用の５則」を守り、
１人ひとりが交通安全意識の向上を図るなど、より一層の
交通事故防止を心掛けましょう。
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